
  令和６年２月27日

名称 サービスの種類 所在地

大谷　薬局
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導

稚内市栄２丁目8-10 令和 5.12.31 廃止

アースサポート岩見沢 居宅介護支援 岩見沢市北三条西11丁目1番32号 令和 6.2.29 廃止

アースサポート室蘭 訪問介護 室蘭市寿町3丁目23番8号 令和 6.3.1 休止

ニチイケアセンター室蘭たかさご 居宅介護支援 室蘭市高砂町4丁目32番13号 令和 6.1.1 休止

北見市東部・端野地区地域包括支援セン
ター

介護予防支援
介護予防ケアマネジメント

北見市桜町5丁目61番地 令和 3.9.15
事業所所在
地変更

社団法人北海道総合在宅ケア事業団
江差地域訪問看護ステーション

訪問看護
介護予防訪問看護

檜山郡江差町伏木戸町484　道立江差病院４
階

同上
事業所所在
地変更

愛・訪問介護ステーション　富良野 訪問介護 富良野市錦町2-12 令和 5.6.20
事業所所在
地変更

浦河町居宅介護支援事業所 居宅介護支援 浦河郡浦河町大通3丁目53番地 平成 30.3.5
事業所所在
地変更

ヘルパーステーションぽえむ 訪問介護 小樽市望洋台二丁目30番7号 令和 5.7.1
事業所所在
地変更

ＪＡ北海道厚生連遠軽地域訪問看護ス
テーションにじ

居宅介護支援
訪問看護
介護予防訪問看護

紋別郡遠軽町大通北3丁目1番5号 令和 5.9.1
事業所所在
地変更

届出の内容

北海道告示第10313号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国
残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成６年法律第30号)第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ
り、指定介護機関から次のとおり届出があった。

　　北海道知事　　鈴　木　　直　道


